
 

 

三次市役所 各種相談窓口一覧表 

                                                       令和８年３月作成 

※各支所でも各種相談を受け付けています。                  （裏面「三次市内 各種相談窓口一覧表」） 

 

相談窓口 相談内容 相談場所 相談員等 相談日 連絡先 

市民無料法律相談 
民事・刑事・その他の法律 

全般に関すること 

みよしまちづくり 

センタ－ 

弁 護 士 

（広島弁護士会） 

毎月第１・３木曜日 

１３：００～１６：００ 

市民課 市民窓口係 

消費生活センタ－

0824-62-6222 

※要予約 

生活困窮者 

自立支援相談 

仕事・お金・住居・生活の 

悩みごとに関すること 

福祉保健 

センタ－２階 
相談支援員 

月～金曜日 

８：３０～１７：１５ 

三次市生活サポートセンタ－ 

0824-63-3340 

消費生活相談 
商品・サ－ビス・契約などの 

消費者問題に関すること 
市役所東館１階 消費生活相談員 

月～金曜日 

※木曜日は相談員

不在 

 ９：００～１２：００ 

１３：００～１６：００ 

市民課 市民窓口係 

消費生活センタ－

0824-62-6222 

人権相談窓口案内 
人権問題に係わる 

相談窓口に関すること 
市役所東館３階  

月～金曜日 

８：３０～１７：１５ 

共生社会推進課 

共生社会推進係 

0824-62-6242 

健康相談 
成人・高齢者などのこころ・ 

身体の健康に関すること 
市役所東館２階 

保健師・管理栄養士・ 

歯科衛生相談員 

月～金曜日 

８：３０～１７：１５ 

健康推進課 健康推進係 

0824-62-6257 

高齢者相談 

介護保険に関すること 市役所本館２階  

月～金曜日 

８：３０～１７：１５ 

高齢者福祉課 介護保険係 

0824-62-6387 

高齢者福祉に関すること 市役所本館２階  

高齢者福祉課 高齢者福祉係 

0824-62-6145 

高齢者の生活に関すること

（介護・認知症・高齢者虐待・

権利擁護等） 

福祉保健 

センタ－１階 

保健師・社会福祉士 

主任介護支援専門員 

認知症地域支援推進員 

地域包括支援センタ－ 

0824-65-1146 

障害者生活相談 障害者の生活に関すること 
福祉保健 

センタ－１階 

相談支援専門員 

（社会福祉士・精神保健

福祉士）・保健師 

月～金曜日 

８：３０～１７：１５ 

障害者支援センタ－ 

0824-65-1131 

外国人生活相談 
外国人の日常生活での 

心配事に関すること 

みよしまちづくり 

センタ－ 
 毎週木曜日 

共生社会推進課 

共生社会推進係 

0824-62-6242 

※要予約 

女性相談 

女性の日常生活上の問題や

配偶者等からの暴力に関する

こと 

市役所東館２階 女性相談支援員 
月～木曜日 

８：３０～１６：４５ 

こども家庭支援課 

こども家庭相談係 

0824-64-6011 

子育て相談 

乳幼児の健康・食・子育て支

援に関すること 

言葉や身体などの発達の遅れ

に関すること 

市役所東館２階 

保健師・管理栄養士 

母子保健指導員 

歯科衛生相談員 

月～金曜日 

８：３０～１７：１５ 

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー 

健康推進課  

健康推進係 

0824-62-6257 

児童相談に関すること 

児童虐待に関すること 

母子・父子・寡婦に関すること 

市役所東館２階 

家庭児童相談員 

母子父子自立支援員 

保健師 

月～金曜日 

８：３０～１７：１５ 

こども家庭支援課 

こども家庭相談係 

0824-64-6011 

教育相談 

いじめ・不登校・就学等に 

関すること 
市役所本館５階 教育相談員 

月～金曜日 

９：００～１７：００ 

こども応援センタ－ 

0824-65-0277 

登校したくてもできない状態 

にある児童・生徒に関すること 

三次市生涯学習

センター２階 
青少年指導相談員 

月～金曜日 

９：００～１７：００ 

教育支援ルーム 

0824-64-2226 



 

三次市内 各種相談窓口一覧表 

令和８年３月作成 

 

相談窓口 相談内容 相談場所 相談員等 相談日 連絡先 

広島北部巡回 

法律センター 

民事・刑事・その他の法律

全般に関すること 

広島弁護士会三次地区会館・ 

君田生涯学習センタ－・布野生

涯学習センター・作木支所・三

良坂支所・吉舎支所・三和支

所・甲奴支所 

弁 護 士 

（広島弁護士会） 
別 表 

0120-969-214 

毎週月～金曜日 

９：３０～１６：００ 

※無料・要予約 

広島司法書士会 

北部総合相談 

センタ－ 

多重債務に関する相談 

クレジット・サラ金に関する相談 

敷金返還・貸金請求などの裁判手続き 

悪質商法などの消費者トラブル  
みよしまちづくりセンタ－ 

（三次市十日市西 6-10-45） 
司法書士 

毎月第２・４水曜日 

１７：３０～１９：３０ 
0824-63-2217 

毎週月～金曜日 

９：００～１７：００ 

※無料・要予約 

土地・建物の名義変更の登記 

会社の設立や役員変更などの登記 

相続・遺言について 

成年後見等高齢者の財産について 

毎月第３水曜日 

１７：３０～１９：３０ 

人権相談 人権侵害に関すること 
広島法務局三次支局 

（三次市三次町 1074） 

三次人権擁護委員 

協議会・法務局職員 

月～金曜日 

８：３０～１７：１５ 

広島法務局三次支局 

0824-62-5070 

ヤングテレホン 青少年に関すること 

三次警察署 

（三次市十日市中 2-6-6） 
 

月～金曜日 

８：３０～１７：１５ 

三次警察署 

0824-64-0110 

暴力団関係相談 暴力団に関すること 

シルバ－１１０番 高齢者に関すること 

女性・子ども相談 女性・子どもに関すること 

安全相談 生活安全に関すること 

労働相談 
賃金・労働時間・休日など

労働条件に関すること 

三次労働基準監督署 

（三次市十日市東 1-9-9） 
 

月～金曜日 

８：３０～１７：１５ 

三次労働基準監督署 

0824-62-2104 

県民相談 

（行政・民事・家事・

交通事故） 

交通事故相談 

県民相談 
北部総務事務所 

（三次市十日市東 4-6-1） 

県民相談員 

月～金曜日 

９：１５～１２：００ 

１３：００～１６：００ 

北部地域県民相談室 

0824-62-5522 

※無料・要予約 弁護士無料相談 弁護士 
毎月第２木曜日 

１３：００～１４：３０ 

こころの健康相談 精神保健福祉相談 

北部保健所 

（三次市十日市東 4-6-1） 

※６・９月は庄原会場 

精神科医・保健師 
毎月第３火曜日 

１３：００～１４：３０ 保健課保健対策係 

0824-63-5185 

※要予約 H I V・梅毒 検査・相談 医師・保健師 

毎月第４木曜日 

９：００～１１：００ 

※6・12 月は 

9：00～13：00 

北部こども家庭 

センター 

１８歳未満の児童に関す

ること DV・知的障害相談・

支援 

北部こども家庭センタ－ 

（三次市十日市東 4-6-1） 
 

月～金曜日 

８：３０～１７：００ 

㈹0824-63-5181 

※要予約 

ふれあい福祉相談 

福祉一般 

三次市社会福祉協議会相談室 

（三次市十日市東 3-14-1） 

社会福祉協議会 

相談員 

月～金曜日 

８：３０～１７：００ 
三次市社会福祉協議会 

生活支援課 

0824-63-3340 

※無料法律相談要予約 
法律相談 弁護士 

９月２７日（土） 

１月２４日（土） 

１０：００～１２：００ 

 

 

行政相談 

道路、河川、社会福祉、 

公共施設など役所の仕事

や手続きに関する困りご

と・要望 

 

旧市町村単位で開設 

広報みよし「相談コーナー」

のページをご覧ください。 
行政相談委員 

広報みよし 

「相談コーナー」の

ページを 

ご覧ください。 

 

総務省中国四国管区行

政評価局 

082-228-6173 



 

        令和８年度  北部巡回法律センター相談日 開催日程 

 

 
年（令和） 月 日 曜日 相談会場 

１ 

８ 

４ 
 

３ 金 君田生涯学習センター 

２ １７ 金 広島弁護士会三次地区会館 

３ 

５ 

１ 金 三次市役所甲奴支所 

４ １５ 金 三次市役所三和支所 

 ５ ２９ 金 三次市役所三良坂支所 

６ 
６ 

１２ 金 三次市役所作木支所 

７ ２６ 金 布野生涯学習センター 

８ 
７ 

１０ 金 三次市役所吉舎支所 

９ ２４ 金 三次市役所三良坂支所 

１０ 
８ 

７ 金 広島弁護士会三次地区会館 

１１ ２８ 金 三次市役所作木支所 

１２ 
９ 

１１ 金 君田生涯学習センター 

１３ ２５ 金 広島弁護士会三次地区会館 

１４ 
１０ 

９ 金 三次市役所吉舎支所 

１５ ２３ 金 布野生涯学習センター 

１６ 
１１ 

６ 金 広島弁護士会三次地区会館 

１７ ２０ 金 三次市役所三和支所 

１８ 
１２ 

４ 金 三次市役所三良坂支所 

１９ １８ 金 三次市役所甲奴支所 

２０ 

９ 

１ 
８ 金 三次市役所三和支所 

２１ ２２ 金 広島弁護士会三次地区会館 

２２ 
２ 

５ 金 君田生涯学習センター 

２３ １９ 金 三次市役所吉舎支所 

２４ 
３ 

５ 金 広島弁護士会三次地区会館 

２５ １９ 金 三次市役所三良坂支所 

相談時間は１３：００～１６：００までの間で３０分間です。 

事前に予約が必要となります。 0120-969-214 

 

別 表 


